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引きこもり相談窓口

　市内在住の１５歳（中学校卒業後）か

らおおむね３９歳までの人で引きこもり

などに悩んでいる人とその保護者を対

象に、カウンセラーによる相談を実施

します。

とき　①２月２５日、②３月２４日、

いずれも午後１時～２時３０分、午後２

時３０分～４時

ところ　青少年センター　

定員　各１人（申し込み先着順）　

参加費　無料

申し込み　①は２月８日～１８日、

②は３月７日～１７日までに社会教

育課へ（電話申し込み可）

不動産に関する無料相談

　「大阪府宅地建物取引業協会南大阪

支部」と「全日本不動産協会大阪府本

部大阪南支部」が連携し、不動産に関

する無料相談を実施します。

とき　３月３日、午後１時～４時

ところ　市役所１階市民相談室　

定員　６人（申し込み先着順）　

内容　住宅の購入や賃貸マンションの

契約など不動産を安全に取引するため

の事前相談

申し込み　２月１７日～３月２日

（土・日曜日を除く、午前９時～午後

４時）までに、「大阪府宅地建物取引業

協会南大阪支部」〔０７２(９５８)３００５〕へ

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

 

行政書士無料相談

　行政書士会南大阪支部では、行政書

士無料相談を実施します。

とき　２月２７日、午後１時３０分～４

時３０分　

ところ　レインボーホール（市民会館）

内容　相続・遺言、成年後見制度、交

通事故などの自賠責請求、法人設立、

契約・内容証明、各種許認可などに関

する相談

申し込み　２月８日～、濵田さん（同

会南大阪支部）〔(５０)１１１０〕へ

相　談

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日は休み）



こころの電話相談員説明会

　こころの電話相談「すばる」では、

電話でいろいろな人の悩みをお聴きい

ただけるボランティアを募集しています。

　相談員を希望される人は、説明会に

ご参加ください。

とき　２月１８日、午前１０時～

ところ　すばるホール会議室２

定員　２０人（当日、直接会場へ）

問い合わせ　荒木さん（同相談代表）

〔０９０(１９６７)４８６４〕（午前９時～午後５時）

 

公開講座「楽しく知ろう！わ
がまちと日本における住民自
治の歴史」

　町総代会では、富田林の歴史や地域

の実態を踏まえ、昔の住民同士のつな

がりや支え合いについての勉強会を開

催します。

とき　２月１４日、午後１時３０分～３

時３０分　ところ　市消防本部４階講堂

※車でお越しの場合は、市役所駐車場

をご利用ください。ただし、駐車場に

は限りがありますので、できるだけ公

共交通機関をご利用ください。

定員　１００人（当日、直接会場へ）

参加費　無料　講師　和崎　宏さん

（インフォミーム㈱代表取締役）

問い合わせ　市民協働課（内線４６９）

女性のためのやさしい年金講座

とき　２月２４日、①午前１０時～正午、

②午後１時３０分～３時３０分

ところ　中央公民館

内容　公的年金の受給について

対象者　①これから年金を受給する女

性、②既に年金を受給されている女性

定員　各３０人　参加費　無料

申し込み　２月１２日（必着）までに、

往復はがき（１人１枚）に講座名と対

象者の番号、参加者の住所、氏名（ふ

りがな）、年齢、電話番号を記入し、

５８４-００９３本町１６の２８　中央公民館へ

（申し込み多数の場合抽選）　※来館

して申し込む場合は、返信用のはがき

を持参してください。

講座･催し

 

スクールソーシャルワーカー
を募集

勤務時間　午前８時３０分～午後４時４５分

対象者　４月１日現在で、社会福祉

士または精神保健福祉士の資格を有

し、教育や福祉分野で活動実績があり、

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）

の活動に興味のある人

試験日・内容　２月１９日、面接試験

募集人数　３人程度

※勤務日など詳しくは、お問い合わせ

ください。

申し込み　２月１日～１２日（土・

日曜日、祝日を除く午前９時～午後５

時）までに、教育指導室（内線３６８）で

配布する申込書とレポート提出様式に

必要事項を記入し、資格証明書（写し）

を添えて教育指導室へ　※申込書およ

びレポート提出様式は、市ウェブサイ

トの各課のページ「教育委員会教育指

導室」からダウンロードもできます。

市福祉公社                           
「けあぱる」職員募集

●嘱託職員

募集職種　保健師または、地域保健な

どの業務に従事経験のある看護師、も

しくは、主任介護支援専門員

採用予定人数　１人

※常勤（週５日勤務）。

試験日　２月１８日　

採用予定日　３月１日

申込書の配布・受け付け　２月２日

～１０日（８日を除く午前９時～午

後５時）までに、けあぱる総務課〔(２８)

８６００〕で配布する所定の申込書に写真

を貼り必要事項を記入し、資格証明書

（写し）などを添えて同課へ

●アルバイト

募集職種　介護福祉士もしくは、介護

職員初任者研修以上修了者（ホームヘ

ルパー２級以上取得者）

採用予定人数　若干名

※勤務時間など詳しくは、けあぱる総

務課にお問い合わせください。

問い合わせ　けあぱる

募　集
地域活性化講演会                 
～ゼロから新しい価値を作り
出すプロデュース論～

　「バーベキュー検定」などを実施し、

「バーベキュー」に価値を付け、一つ

のブランドとして確立させることに成

功された下城　民夫さん（日本バーベ

キュー協会会長）を講師に迎え、その

手法などをお話しいただきます。

とき　２月１９日、午後７時～

ところ　レインボーホール（市民会館）

定員　１５０人（当日、直接会場へ）

参加費　無料　

問い合わせ　富田林商工会青年部〔(２５)

１１０１〕へ

府総合労働事務所による「特
別労働相談会・セミナー」

●特別労働相談会　

　府総合労働事務所の職員による相談

です。なお、職員による事前相談を経

た上で、弁護士相談や社労士相談、産

業カウンセラーによ

るメンタルヘルス相

談を受けることもで

きます（面談のみ、

要予約）。

とき・ところ　２月

２２日～２６日、午前９時～午後８時

＝エル・おおさか南館３階同事務所（大

阪市中央区石町二丁目５の３）〔０６

(６９４６)２６００〕、２月２２日～２６日、午

前９時～午後５時４５分（２５日は午後

８時まで）＝泉北府民センタービル２

階同事務所南大阪センター（堺市西区

鳳東町四丁３９０の１）〔０７２(２７３)６１００〕

※いずれも当日直接会場へ。電話での

相談もできます。

●セミナー

とき・内容　①２月２３日、午後３時

３０分～５時＝改正労働者派遣法セミ

ナー、②２４日、午後１時３０分～４時

４０分＝「新しい働き方啓発」セミナー

ところ　エル・おおさか

定員　①４０人、②１００人（いずれも申し

込み先着順）

申し込み　府総合労働事務相談グルー

プ〔０６(６９４６)２６００〕へ

※詳しくはお問い合わせください。
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市・府民税の申告期間は　　 

２月1６日～３月1５日です

　２８年度市・府民税の申告会場と受付

期間などは、次のとおりです。

◆市役所地下902・903会議室

とき　２月１６日～３月１５日（土・

日曜日は除く）、午前９時～午後５時３０

分　※２月２１日、２８日に限り、日

曜日も申告を受け付けます。

◆金剛連絡所２階大ホール

とき　２月２４日～３月１日（２月

２７日、２８日は除く）、午前１０時～午

後４時　※受け付け開始直後の２４日

、２５日は、大変混雑することが予

想されますのでご注意ください。

　なお、申告されていない場合、次の

ようなことがありますので、申告にご

協力ください。

○市・府民税証明書の交付ができない

ことがあります。

○公的年金に係る所得のみの人など

で、年金保険者への扶養親族等申告書

の提出がなかった場合、または確定申

告書などの提出がなかった場合、控除

される情報が得られないため、扶養・

配偶者控除などの適用範囲でも控除が

適用されないことがあります。

○後期高齢者医療保険制度などの保険

料の軽減措置の適用を受けられないこ

とがあります。

問い合わせ　課税課（内線１１１、１１２）

税務署からのお知らせ

○富田林税務署の確定申告会場は「す

ばるホール」です

とき　２月４日～３月１５日、午前

９時～午後５時（土・日曜日、祝日は

除く。ただし、２月２１日、２８日は

開設します）

※例年、確定申告期限間際は大変混雑

しますので、申告は早めに済ませてく

ださい。

ところ　すばるホール　

○年金所得者の所得税の確定申告手続

きが簡素化されています

　２３年分の確定申告から、１年間の公

的年金等の収入が４００万円以下であり、

かつ公的年金等以外の所得金額が２０万

円以下である場合は、所得税について

確定申告書の提出は必要がなくなりま

した。ただし、この場合であっても所

得税の還付を受けるために還付申告書

を提出することはできます。

※所得税の確定申告が不要な場合で

も、住民税については別途申告が必要

となる場合があります。

○ｅ－Ｔａｘについて

　ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税シ

ステム）を利用するとインターネット

上で申告書の提出や納税ができます。

詳しくは、国税庁ホームページ〔http://

www.nta.go.jp/〕をご覧ください。

問い合わせ　富田林税務署（若松町西

二丁目１６９７の１）〔(２４)３２８１〕

 

献血にご協力を

　毎年１月～２月は「はたちの献血キャ

ンペーン」です。新たに成人になられ

た皆さんのご協力をお願いします。

　また、府内では深刻な血液不足（特

にＯ型とＡ型）が続いていますので、

皆さんのご協力をお願いします。

とき・ところ　２月２７日、午前１０時

～午後０時３０分＝向陽台小学校、午後

２時～４時３０分＝けあぱる

対象者　１８～６９歳で体重が５０㌔以上の

人（６５歳以上の人は６０～６４歳の間に献

血の経験がある人に限ります）

※ただし、男性は１７歳から可。その他

の条件などはお問い合わせください。

問い合わせ　市献血推進協議会（総合

福祉会館内）〔(２５)８２６１〕

手話通訳者、要約筆記者の　
登録を

　本市では、聴覚障がい者および音

声・言語機能障がい者などの福祉に理

解があり、熱意のある手話通訳者、要

約筆記者を募集しています。

対象者　２０歳以上で日常生活上の必要

なことが手話通訳できる人、または要

約筆記講習会を修了した人　

※手話通訳者には、３月６日に登録

判定試験を実施します。

申し込み　２月１９日までに障がい福

祉課（内線１９３）へ

福　祉

第10回特別弔慰金が支給さ
れます

　戦没者などの死亡当時の遺族で、２７

年４月１日（基準日）において、公務

扶助料や遺族年金などを受ける人がい

ない場合に、特別弔慰金が遺族一人に

支給されます。

請求期限　３０年４月２日まで

対象者　２７年４月１日までに戦傷病者

戦没者遺族等援護法による弔慰金の受

給権を取得した人

※弔慰金の受給権を取得した人がいな

い場合は、戦没者などの死亡当時の遺

族（子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、

戦没者と１年以上の生計関係があった

三親等内親族）のうち先順位の人。

支給内容　額面２５万円（５年償還の記

名国債）

※支給を受けるには、請求手続きが必

要です。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　地域福祉課（内線２８３）
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放送大学４月入学生募集

　同大学は、テレビなどの放送やイン

ターネットを利用して授業をする通信

制の大学です。

　現在、４月入学生を募集しています。

募集要項などの資料を無料で送付しま

すので、詳しくはお問い合わせください。

願書受付期間　３月２０日まで

問い合わせ　同大学大阪学習センター

〔０６(６７７３)６３２８〕　※同大学ホーム

ページ〔http://www.ouj.ac.jp/〕から出

願することもできます。

教　育

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください
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安心して水道をお使いいただ
くために

　水道水は塩素で消毒していますが、

朝一番や長期間留守にされたときは、

ご家庭の給水管に水が長時間滞留し、

消毒の効果が薄れることがあります。

　また、給水管が鉛の場合、鉛がごく

わずかですが溶け出すことがありま

す。通常の使用状態では水質基準内で

問題ありませんが、長期間使わなかっ

たときは、最初に使う水をバケツ一杯

分程度、飲み水以外にお使いください。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７）

水道の漏水にご注意ください

　水道水の使用量が増える原因には、

使用状況の変化や漏水、季節的な要因

などの理由が考えられます。

　特に漏水は、始めのうちはわずかで

も、その量は日ごとに多くなっていき

ます。これが続くと、貴重な水が無駄

になり料金も高額になります。

　水道メーターを確

認し、水道を使用し

ていないのにパイ

ロットが回転してい

るときは、漏水の疑

いがありますので

市管工事業協同組合〔０１２０(０３２)

４９７〕へご相談ください。

上下水道
 

特定健康診査はお済みですか？

　生活習慣病などの原因に関係が深い

メタボリックシンドロームを早期に発

見するためにも、特定健康診査を受け

ましょう。健診結果から生活習慣の改

善が必要な人は、保健指導を受けてい

ただくこともできます。

　市国民健康保険被保険者のうち、実

施年度中（４月１日から翌年３月３１日）

に４０～７４歳になる人には、特定健康診

査受診券を送付しています。

　なお、今年度の有効期限は３月３１日

までです。実施場所および受診の方

法など詳しくは、受診券に同封のパン

フレット「受診券をお届けします」を

ご覧ください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５０、１８８）

 

確定申告には「社会保険料控
除証明書」などが必要です

　国民年金保険料は、納付した全額が

所得税や市民税などの社会保険料控除

の対象となります。

　国民年金保険料を社会保険料控除と

して申告するには、１年間に納付した

保険料額を証明する書類などの提出が

義務付けられています。

　このため、２７年１月１日から９月３０

日までに納付した保険料の額を証明す

る社会保険料（国民年金保険料）控除

証明書が、日本年金機構本部から２７年

１１月上旬に送付されています。

　確定申告には、この証明書と１０月１

日から１２月３１日までに納めたことを確

認できる「領収書」などの添付が必要

です。

　また、年の途中から国民年金に加入

した場合などで、１０月１日以降に初め

て保険料を納めた人には、２月上旬に

証明書が送付されます。

　なお、ご本人の保険料だけでなく、

配偶者やご家族の保険料を納付した場

合も、その納付額全額が納付した人の

国民健康保険

国民年金

控除対象となります。そのため、確定

申告の際に、ご本人の保険料額と合算

して申告することができます（その場

合、配偶者、ご家族分の証明書も一緒

に添付する必要があります）。

問い合わせ　ねんきん定期便・ねんき

んネット等専用ダイヤル〔０５７０(０５８)

５５５〕、ＩＰ電話からは〔０３(６７００)

１１４４〕　※３月１５日までの祝日を除

く月～金曜日、午前９時～午後７時、

２月１３日、３月１２日は午前９時～

午後５時、または天王寺年金事務

所〔０６(６７７２)７５３１〕。

国民年金保険料の「２年前納
（口座振替）」のご利用を

　国民年金保険料の２８年４月末の口座

振替分で、割引額の大きい「２年前納」

がご利用いただけます。毎月現金で納

付する場合と比べて、２年間で１万

５０００円程度の割り引きとなります。

　また、社会保険料控除については、

２年前納分の全額を納めた年に控除す

る方法か、各年に控除する方法のいず

れかを選択していただけます。　※２

年前納は口座振替のみご利用いただけ

ます。なお、申込期限は２月末までで

す。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

 

固定資産税（償却資産）の　 
申告を

　固定資産税は土地や家屋に課税され

ますが、それ以外で事業や営業のため

に所有している償却資産（構築物、機

械や装置、車両や運搬具、工具、器

具、備品など）も課税の対象になります。

　１月１日現在、市内に償却資産を所

有している法人や個人事業主は申告し

てください（休・廃業されている場合

も申告が必要です）。

　なお、所有者には１２月中に申告書類

を郵送していますが、届いていないと

きや事業の開始により初めて申告され

る場合はご連絡ください。

問い合わせ　課税課（内線１１４、１１５）

税

２５

「くらしと健康の調査」にご
協力を

　東京大学などが、本市を含む全

国１０市町村で「くらしと健康の調

査」を実施しています。この調査

は、今後の社会保障の在り方や高

齢者施策についての基礎資料とす

るために実施されるものです。

　２年前に同調査の再調査に同意

いただいた人と、新たに抽出され

た人に、現在の状況をお聞きする

ため、調査員がお伺いしますので、

ご協力をお願いします。

問い合わせ　保険年金課（内線１５７）


